議　第　　　号

歯科保健衛生施策の推進を求める
決議（案）

歯及び口腔の健康は、単に食物をそしゃくする機能の面からだけではなく、食事や会話を楽しむなど、豊かな人生を送るための基礎となる重要な要素である。
　人が生きていくための基本的な機能である口腔機能の低下は、主として歯の喪失により引き起こされるが、その主な原因である虫歯と歯周病は罹患率の高さから国民病とも呼ばれている。また、適切な口腔ケアによって高齢者の誤嚥性肺炎による死亡を５割近く予防できることや、歯周病が糖尿病や虚血性心疾患等の循環器疾患のリスクを高めること等、口腔保健と全身の健康との関連について多くの科学的根拠が示されるようになってきている。
　こうした中、本県においては８０２０（ハチマル・ニイマル）運動の推進等を通じて歯科保健衛生施策が講じられているが、母子歯科保健や学校歯科保健の活動状況やその成果には、地域によって差が見受けられるところである。また、障害者や要介護者への対応の充実や、成人期における生活習慣病対策等関連する施策との連携も求められることから、こうした点を踏まえ、生涯を通じた歯科保健衛生施策の継続的かつ効果的な実施が極めて重要となっている。
　よって、本県議会は、県に対し、県民の生涯にわたる健康づくりに資するため、口腔と全身の健康との関連性にかんがみ、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージに応じた口腔疾患予防等のための事業を拡充するなど歯科保健衛生施策を一層推進するよう強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
年　　月　　日

長　　野　　県　　議　　会












